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令和元年 第３回 錦江町議会定例会議事日程 
開会の日時 

                 令和元年９月１０日（火）午前１０時開議 
開会の場所 
錦 江 町 議 会 議 場 

 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
 

日程第２ 会期の決定 
 
日程第３ 諸般の報告 
       １）事務報告 
       ２）監査報告 

３）健全化判断比率・資金不足比率の報告 
４）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告 

 
日程第４ 行政報告 

１） 町長行政一般の事務報告 

 

日程第５ 発議第 1 号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について 

（ 議 員 提 出 ） 

 

日程第６ 議案第５０号 令和元年度錦江町一般会計補正予算（第２号）について 

（ 町 長 提 出 ） 

 

日程第７ 議案第５１号 令和元年度錦江町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第１号）について 

（ 同   上 ） 

 
日程第８ 議案第５２号 令和元年度錦江町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計 

補正予算（第１号）について 

（ 同   上 ） 

 
日程第９ 議案第５３号 令和元年度錦江町農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第１号）について 
（ 同   上 ） 

 

日程第 10 議案第５４号 錦江町税条例の一部を改正する条例について 
（ 同   上 ） 
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日程第 11 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

（ 町 長 提 出 ） 

 
  
日程第12 認定第 １号 平成30年度錦江町一般会計歳入歳出決算の認定について 

（ 同       上 ） 
 

日程第 13 認定第 ２号 平成 30 年度錦江町国民健康保険事業特別会計歳入歳出 
決算の認定について 

（ 同      上 ） 
 

日程第 14 認定第 ３号 平成 30 年度錦江町後期高齢者医療事業特別会計歳入 
歳出決算の認定について 

（ 同      上 ） 
 

日程第 15 認定第 ４号 平成 30 年度錦江町介護保険事業（保険事業勘定）特別 
会計歳入歳出決算の認定について 
（ 同      上 ） 

 

日程第 16 認定第 ５号 平成 30 年度錦江町介護保険事業（サービス事業勘定）
特別会計歳入歳出決算の認定について 

（ 同      上 ） 
  

日程第 17 認定第 ６号 平成 30年度錦江町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算
の認定について 

（ 同      上 ） 
 

日程第 18 認定第 ７号 平成 30年度錦江町農業集落排水事業特別会計歳入歳出
決算の認定について 

（ 同      上 ） 

 
（日程第 12 認定第 1 号から日程第 18 認定第７号まで一括上程、提案理由の
説明、総括質疑のあと決算審査特別委員会を設置のうえ付託） 
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令和元年 第３回 錦江町議会定例会会議録 

 

                  令和元年９月１０日（金）午前１０時００分 

                  錦 江 町 議 会 議 場 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

（開 会・開 議） 

 

 ただ今から、令和元年第３回 錦江町議会 定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

 

（日 程 報 告） 

 

 本日の議事日程は、あらかじめ配布致しましたので、ご了承願います。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１２７条の規定により、９番 小吉君、１０番 中野君を指名しま

す。 

 

日程第２ 会期の決定 

 

 日程第２「会期決定の件」を議題にします。お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２７日までの１８日間にしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

 

 異議なしと認めます。したがって、会期は、本日から９月２７日までの１

８日間に決定しました。 

 

日程第３ 諸般の報告 

 

 日程第３「諸般の報告」を行います。 

 閉会中における事務の概要は、お手元に配りました報告書のとおりであ

ります。 

次に、監査委員から、令和元年６月１１日、７月１０日、８月９日実施の
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水口議長 

 

 

木場町長 

 

 

 

木場町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例月出納検査結果報告書が提出されましたので、写しをお手元に配ってあ

ります。ご了承願います。 

次に、町長から、平成３０年度健全化判断比率・資金不足比率の報告書が、

提出されましたので、お手元に配ってあります。 ご了承願います。 

次に、教育長から、令和元年度教育に関する事務の管理及び執行の状況に

ついての点検及び評価報告書が提出されましたので、写しをお手元に配っ

てあります。ご了承願います。これで、諸般の報告を終わります。 

 

日程第４ 行政報告 

 

 日程第４、行政報告を行ないます。町長から行政報告の申し出がありまし

た。これを許します。木場町長。 

 

 はい。 

 

[木場町長、登壇] 

 

 皆さんおはようございます。 

６月議会以降の行政報告を申し上げます。会議等の参加状況につきまし

ては、別紙の報告のとおりでございます。 

６月１５日、本町出身の三遊亭圓歌師匠の襲名披露宴がホテル城山であ

り、出席いたしました。本町といたしましても、三遊亭圓歌師匠の襲名披露

を兼ねた講演を、来年２月ごろ文化センターで計画したいと考えていると

ころであります。 

７月２５日、元大隅振興局長、また元県観光連盟専務理事をされておられ

ました白橋さんらをお招きして、照葉樹の森有識者会議を行いました。 

照葉樹の森をもっと有効に活用するため、種々の提案をいただいたところ

でございます。これからはもっと錦江町の有効な地域資源として照葉樹の

森の利活用を検討していきたいと考えております。 

８月６日、錦江町サツマイモ振興会設立総会が開催されました。これまで

青果用・でんぷん用・焼酎用それぞれで団体が組織されておりましたけれど

も、今回統一して錦江町さつまいも振興会が設立されたところでございま

す。５０名を超える会員の方々が参加され、つる割病などの対策に一丸とな

って取り組んでいかれるということでございます。 

８月２４日には大隅縦貫道整備促進決起大会が本町文化センターで開催

され、森山裕衆議院議員を初め三反園県知事、国土交通省九州整備局長、近

隣市町村長など、５３０名を超える参加者がありました。令和３年度本格着

工に向けて、大きな成果が得られたのではないかと感じたところでござい
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水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

６番池田議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。 

また、９月１日には「南隅地域の医療介護シンポジウム」を開催し、２５

０名の参加がありました。医師会立病院の移設・建て替えなどを前提にした

南隅地域の将来の医療介護のあり方について大きな示唆を受けたのではな

いかと感じました。今後、具体的な検討案を作成して協議を進めてまいりた

いと考えております。 

９月８日、第５４回都道府県対抗自転車競技大会、２７都道府県の参加に

より開催されました。トラック競技で落車の事故はあったものの、大きな事

故には至らず、そしてまた日曜日に行われたロードレースにおきましても

大会が無事終了できました。来年の本国体に向けて、とても有意義な大会で

あったと思います。来年に向けて、町をあげて選手・役員を迎え入れる態勢

を強化してまいりたいと思います。 

９月４日に開催されました県茶品評会において、昨年に引き続き、深蒸し

煎茶の部で産地賞を受賞いたしました。茶価格が低迷する中、この受賞を機

にさらに販売戦略を打ち立ててまいりたいと思います。以上をもちまして、

行政報告といたします。 

 

[木場町長、降壇] 

 

 これで、行政報告は終わりました。 

 

日程第５ 発議第１号 

 

 日程第５ 発議第１号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書につい

て」を議題とします。 

本件について、提出者の趣旨説明を求めます。 ６番、池田君。 

 

[６番池田議員、登壇] 

 

改めまして、おはようございます。 

発議第１号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書について」、趣旨説

明を申し上げます。 

過疎対策につきましては、昭和４５年の「過疎地域対策緊急措置法」制定

以来４次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施

され、過疎地域における産業振興、生活環境の整備など一定の成果を上げて

まいりました。 

しかしながら、現行の過疎地域自立促進特別措置法の期限切れを令和３

年３月末に控え、引続く人口減少と著しい高齢化に直面し、財政状況も厳し
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水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

い中、路線バスなどの公共交通機関の廃止、医師・看護師等の不足、担い手

不足や働く場の確保、集落の存続・活性化など解決すべき多くの課題が残さ

れており、持続可能な社会の実現に向け、地域内の資源や人材を活用した

「個性を生かした内発的発展」と過疎地域の条件不利性を克服するための

「格差是正」を推進する施策は、今後さらに必要と考えます。 

そのためには、引き続き総合的な過疎対策を充実強化するための、新たな

過疎対策法の制定が必要であると考えておりますので、この意見書への皆

様方のご賛同をお願いし、趣旨説明を終わります。 

  

[６番池田議員、降壇] 

 

 これから、質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 討論なしと認めます。これから、発議第１号「新たな過疎対策法の制定に

関する意見書について」を採決します。  

お諮りします。 発議第１号は、原案のとおり決定することに、ご異議あ

りませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 異議なしと認めます。 

したがって、発議第１号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書につい

て」は、原案のとおり可決されました。 

 

 日程第６ 議案第５０号 

 

 日程第６ 議案第５０号「令和元年度錦江町一般会計補正予算（第２号）

について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 木場町長。 

 

 ［木場町長、登壇］ 
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木場町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

７番川越議員 

 

水口議長 

 

７番川越議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案第５０号 令和元年度錦江町一般会計補正予算（第２号）について、

説明を申し上げます。 

令和元年度錦江町一般会計補正予算（第２号）については、補正総額２億

４，２６２万円５千円の増額で、累計で７２億５，７４０万６千円となりま

した。 

今回の補正は、歳出につきましては、肝属郡広域交通ネットワークに関す

るＭａａＳ（マース）協議会負担金５００万円、再生可能エネルギー導入マ

スタープラン策定業務委託料２，０００万円、総合運動公園施設バリアフリ

ー整備７００万円、財政調整基金元金積立４，０６３万６千円及び町有施設

整備基金元金積立１億２，７１７万８千円等が主なものであり、その他事業

執行に伴う過不足の調整を行いました。 

 歳入につきましては、普通交付税の決定に伴う増額１億３，６８２万５千

円、前年度繰越金６，１２７万円、再生可能エネルギー導入マスタープラン

策定業務に充当する地域経済循環創造交付金２，０００万円、子ども・子育

てに係る地方特例交付金９５２万円、子どものための教育・保育給付費８３

５万３千円等が主なものであります。 

 議決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 ［木場町長、降壇］ 

 

これから、質疑を行います。 

第１表歳入歳出予算補正の歳入９款「地方特例交付金」から２１款「町債」

までと、歳出２款「総務費」から１１款「災害復旧費」及び第２表「地方債

補正」を一括して、質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

 はい。 

 

 はい、７番川越君。 

 

 はい。１４ページの民生費ですが、児童福祉施設費の中で遊具の撤去の業

務委託が２２万ほど組んでございます。 

これは馬場地区の松崎子供公園にある遊具と思いますが、バスケットと

それから滑り台をセットとした遊具があるのですが、これは両方とも撤去

なさるのか。また撤去なさる理由というのはどういうことであるのかとい

うことを１点。 

それから１５ページの過疎地域等の自立活性化推進事業、１，０００万円

の事業ですが、６１２の１３「委託料」の中に、１号補正で先ほどの説明を

受けましたものは産業動向の分析の委託が２００万、ＰＲの画像制作が３
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水口議長 

 

木場町長 

 

 

水口議長 

 

池之上保健福祉

課長 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

田中産業建設課

長 

 

 

 

３０万、それから食交流は１４０万それと、加工センターの備品等が２７４

万ある。後は事務費ということで約１，０００万の説明を受けております。 

今回食イベントが５０万減になっていて９０万でオーケーなのか。その

次に記載されています食交流イベントの設営の委託料というのが、マルシ

ェとの関連なのかどうなのか、ということを伺います。 

それと産業動向分析調査についてはもう既にいろんな地域を回りなが

ら、実施がなされていると思いますが、その進行状況が順調なのかどうかと

いうことと、それからやまんなかマルシェは１１月２４日に黒岩シェフと

加工グループが地域産の新しい商品を開発するということで、１１月２４

日には試作の販売もされるようになっておりますが、こういった新商品の

開発の進展はどうなのかということです。 

それともう１点は、加工用の真空包装器、それと業務用の冷凍庫というの

が非常に特殊なものではありますけど、入札をされたのか、入札価格はどう

だったのか、落札先はどうだったのかということで、お伺いをしたいと思い

ます。 

 

 はい、木場町長。 

 

 遊具関係については保健福祉課長。 

それから農業総務費については、それぞれ担当課の課長に答弁させます。 

 

 はい、保健福祉課長。 

 

民生費の児童福祉施設費の遊具撤去業務委託につきましては、川越議員

ご指摘のとおり、松崎公園の遊具の撤去の分でございます。 

滑り台の方の撤去を予定しておりまして、毎年度、遊具の点検を業者に委

託しているわけなのですが、根元の腐食が著しくこのまま使い続けると非

常に危ないという報告がございました。補修についても検討いたしました

が、非常に高額なものですからここは補修をしないように撤去することが

優先だろうと判断しまして計上いたしております。以上です。 

 

 はい、産業建設課長。 

 

御質問にお答えいたします。 

ただ今行っております食交流イベントの関係でございますが、 

まず備品購入費ですが、備品購入費の冷凍庫と真空パッキンにつきまして

は既に入札が終わりまして、昨日業者の方が据え付けにまいったところで

ございます。 



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

新田政策企画課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額にしましては今回５４万円の補正減を行っておりまして、２１７万

円程度で入札されたということでございまして、今回は５４万円の方を補

正減させていただいたところでございます。 

また他の方のイベントの委託料につきましては、先ほど川越議員がおっ

しゃいましたとおり、当初６月補正の方では食交流イベント委託料を１４

０万円組んでおりましたが、その後食交流イベントのシェフ等との話し合

いを持ちまして、その中でうちの方でまず９０万円の方で契約をするとい

うことで協議をなされております。 

また残りの金額につきましては、３万円のものが入ってまいりますので、

そちらの方を使いまして、３万円への方で対応していくということで打ち

合わせが済んでいるところです。 

また今回の食交流イベントの設営の委託料が出てまいっておりますが、

これにつきましては、河川敷の石畳の方を会場として使うようになってお

りますので、そこに舞台を設けまして、フラットな状態でお客様をお迎えす

るというようなことで、ちゃんとした台を設けて安全を確保した上で、お客

様に来ていただくというふうに考えまして、今回補正の方で上げさせてい

ただいたところでございます。 

また、現在食交流イベントの申し込みにつきましては１２名の方が、県

内・県外、遠いところは大阪、京都あたりからも申し込みがきておりますの

で、今後まだ増えてくるのではないかなというふうに考えているところで

ございます。以上です。 

 

 はい、政策企画課長。 

 

それでは産業動向分析調査について進捗状況を示せということでござい

ますので、状況をご報告いたします。 

まずこの地域につきましては大原地区と花瀬地区、この二つの地区で既

に２回のワークショップを終了しました。そこで地域資源であったり、将来

この地域としてどういったことをやっていきたいか、というところを顕在

化させておりまして、９月末に３回目の今後の事業計画を含めたワークシ

ョップをやる予定でございます。 

中でも大原地区につきましては、これまでの長年地域で培ってきた「紅

葉」というキーワードを切り口としてこれにもう少しストーリー性を付け

て産業振興に繋げていきたいというようなことで現在構想を練っていると

ころです。 

契約につきましては、総合振興計画の契約相手方であります、まちづくり

研究所をここに別途契約をして実施しているところでございます。以上で

す。 
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水口議長 

 

田中産業建設課

長 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

７番川越議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

木場町長 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

７番川越議員 

 

 

 はい、産業建設課長。 

 

 まず冷凍庫と真空パックの業者さんですが、ここにつきましてはホシザ

キ南九さんが落札を。鹿屋市役所の反対側にある、あそこの会社の方が落札

をされております。 

また花瀬マルシェにつきましては、現在イノシシを使ったハンバーガー

の方を特産品として今提供しようということで考えておりまして、今それ

に向けまして試食等を重ねているところでございます。 

 

はい、７番川越君。 

 

食交流の分については、あらかた分かりましたが。 

私、この子供公園のあり方について少し聞きたいのですが、今町内で子供

公園というのは、大橋と堂之元とそれから松崎というような３カ所がござ

います。 

大橋の児童公園、あるいはその堂之元については、もう既に遊具が撤去さ

れておりまして、何もないというような感じです。松崎については、バスケ

ットボールのポールと、今回撤去されるこの滑り台がセットになった部分

の遊具があるだけでございます。 

平素どういうふうな使われ方をしているかというと、もっぱら松崎の場

合は、グラウンドゴルフの練習場あるいは馬場地区のイベント、そういった

イベントの会場としてフルに使われているということです。 

遊具がないのに、子供公園と呼ぶのかどうかというのは非常に問題だと

私は思っております。この辺については町長どんな考え方ですか。 

 

はい、木場町長。 

 

児童公園の設置に関するいろんな関係法令があろうかと思いますので。 

子供が遊ばないのに児童公園というのも確かにどうかなと思います。そ

こら辺の関係法令を調べた上で、引き続き「児童公園」というふうに位置づ

けをしていかないといけないのかそこら辺は再考させていただきたいと思

います。 

 

はい、７番川越君。 

 

例えば児童公園として活用するのであれば、やっぱりそれなりの遊具と

いうものがなければ子供たちも集まってはこないし、遊べる場所としては
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水口議長 

 

木場町長 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

２番浪瀨議員 

 

水口議長 

 

２番浪瀨議員 

 

 

 

 

 

 

 

非常に不適切だというふうに考えております。 

そこで今回その滑り台をセットとした遊具を一旦撤去なさるのですが、

それについても、また適正なものを設置していただけるのかなというよう

な心配もあります。 

あと２つ。前、堂之元については事故があったので、速やかに撤去がなさ

れて、その後何も設置はなされておりません。そういった状況の中で子供た

ちが遊べる環境があるのかということを、お互いに考えていかなければな

らないのではないかなというようなことを考えましたので、今回提案をさ

せていただきました。 

担当課長については次の遊具等の設置というのは速やかに考えられるも

のかどうか。 

それと管理です。保守料といいますか、そういったものも絡んではくるの

ですけれども、どんなふうに考えていらっしゃるのかお聞きしたいと思い

ます。 

 

はい、木場町長。 

 

先ほど答弁をしましたけれども、児童公園というのをどうしてもあそこ

で引き続きしないといけないのか。するのであれば遊具も何もないという

のはおかしいなというふうに考えます。 

そこら辺も含めて、ちょっと時間をいただければと思います。 

担当課あるいは子育てをしている保護者の方々、いろんな方々の意見を

聞きながら判断をしていきたいと思います。 

 

 はい、他に質疑ありませんか。 

 

 はい。 

 

 はい、２番浪瀨君。 

 

 １８ページと１９ページの、教育費についてお尋ねをいたします。 

学校建物管理費の田代小学校の公営設計委託の工事の内容とそれから、

総合運動公園バリアフリー事業のトイレ改修の件でございます。 

１号補正で６月に出されまして、そのときに県の補助金・地方債を借りて

ということで説明があったわけですけれども、ここで委託料を３００万払

っているわけですけれども、今回単独槽そのもののつもりが、合併浄化槽に

変えないといけないということなのですが、一般財源で７００万持ってく

るということだろうと思います。 
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水口議長 

 

木場町長 

 

水口議長 

 

大寺教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さっきも言いましたように、設計委託を頼んでいたわけですので、ここで

分かったのではないかなと。当たり前に設計をされれば分かったのではな

いかなと思うのですよ。 

ということは、ここで合併処理槽にしなければいけないということにな

れば、県の補助金ももちろん上乗せがあって、地方債も借りられたと。一般

財源７００万を丸々出す必要性がなかったのではないかなと思うのです

が、その辺を含めてどこへどういう委託をされたのか。 

この委託が単独槽ではだめだから、こちらにしないといけないというの

は判断しないといけないと思うのですよ。行政側が分かるということでは

なくて、だから委託をするわけですから。その辺は委託業者とどういうやり

とりをされたのか、２点お聞きしたいと思います。 

 

はい、木場町長。 

 

今の２点につきましては、教育課長の方に詳細を答弁させます。 

 

はい、教育課長 

 

浪瀨議員の御指摘のとおり、６月の補正の中でこのトイレ改修につきま

してはお願いしまして補正を組んだところでございます。６月に県の内示

がありまして、採択においては大変難しい事業ではありましたけれども、こ

のトイレにつきましてはですね。幸いに６月で内示がきたということで、本

格的にスタートしたのが６月でございました。 

この事業につきましても、県の補助率も有利な事業でございまして、他の

自治体も大変有効に使っているということですけれども、１億円の枠があ

るのですけれども、この枠内に相当の事業があって、本町の場合も当初の段

階でありました。事業の増額もお願いしたところでしたけれども、枠を超え

ているということで、「増額は認められませんよ。」という中で進めてまいっ

たところでございました。 

６月に、その時点で予算枠を上げられないということでございましたが、

それ内に収まるであろう、その時には合併浄化槽ではなくて単独槽の５０

人槽が今入っているわけですけれども、この５０人槽につきましても、点検

等を行っている段階でも正常に機能をしている、町内の建築士の方に聞い

ても、「この浄化槽で大丈夫ですよ。」というお墨付き的なものもございまし

たので、当初から浄化槽はもう扱わないで、上の部分だけを工事するという

ことで、改築という解釈の下で進めてまいったことでございました。 

改築の場合は平成２７年度にも神川大滝公園内のトイレにつきましても

単独槽をそのまま使いまして、上の方だけを、トイレ部分の建屋の部分だけ
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大寺教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を改築したという例もあったものですから、その工事内で出来ると判断し

まして、上の部分だけ工事の中に組み込んだところでしたけれども、よくよ

く調べてみますと今回の総合公園内が都市計画内に入っているということ

が発覚しまして、都市計画内におきましてはこの部分につきましても、改築

であっても、合併浄化槽を使わなければいけないということが８月の時点

で分かりまして、今回のお願いをしたところでございました。 

選択肢の中で今回、そういう今言われるように、町費７００万という全額

を使わなければいけないということになりますので、選択肢の中で今回は

無理で、来年度もう１回申請し直そうかという検討もいたしまして、県の方

にもそれなりの相談もしたところでしたけれども、先ほど来言いますトイ

レに関しましては広域的に使われるものがこの地域推進交付金事業という

ことで、本町の公園内に設置するトイレでございますので広域性にかける

よねということで、「来年度またこれを採択するということは約束できませ

ん。」という県の返答がございまして、やむなく今いただいている範囲内の

補助金を使って今回実施するということもお願いをいたすところでござい

ます。経緯としましてはそういうことです。 

あとは、設計書に関しましては、７月に入札を行ないまして、鹿屋市のＪ

ＵＮ設計所という所に業務委託をしまして、８月から本格的な実施設計書

の作成に入っていただいたところでございます。その設計書を頼んだ段階

でそういったことが色んな手続き的なもので、今回の合併浄化槽が必要に

なりますよと言うことが分かったということで、今回に至ったところでご

ざいます。 

 

 ［「小学校は。」と呼ぶ者あり］ 

 

小学校につきましては、エレベーターの設計でございます。と言いますの

も、現在田代幼稚園に通っている子どもが再来年小学校に上がるわけです

けれども、その家族から田代小学校の方に入学したいと。その子が筋萎縮症

という難病を患っておりまして、全体の筋肉が動かない。しかし、知能とい

うところは一般の子どもと変わらないということで、ご家族の方につきま

しては普通の小学校に入学させたい、家の近くの田代小学校の方に入学さ

せたいという希望がありまして、昨年度から相談を受けているわけですけ

れども、そういう検討の中で、最終的には来年の令和２年１１月頃に入学の

判定委員会があるわけですけれども、そこで決まるわけですが、現時点でそ

の子を受け入れるとなった場合は、教室が２階の部分がございますので、２

階に上がる場合の整備としまして、エレベーターを設置する、そのための設

計書です。 

エレベーターの設置につきましては、国の補助等がありまして、３分の１
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水口議長 

 

２番浪瀨議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

３番染川議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の補助がございますので、今後そのままエレベーター設置ということにな

れば今回の実施設計書の１７０万をお願いしておりますけれども、設計書

ができた段階で国の方には申請をしてほしいということになるというふう

に致しております。 

 

 はい、２番浪瀨君。 

 

今、言われるように２階に部屋があるから、親御さんも田代小学校に入れ

たいという希望があるわけですけれども、それはそれで良いのではないか

と思うのですが。６年通うということですけれども、エレベーターが１番最

善の方法だろうと判断されたと思うのですが。 

その時、エレベーターはいいとして、各部屋の入り口ですよね。あそこが、

私が思うのに、そこばっかりではなくて、やっぱり幼稚園もやり替えた方が

良いのではないかなと思うのですが、観音開きか何かにしないと車いすが

入り切らないような気もするのですよ。その辺も含めてまた見に行って設

計していただければと思うところです。 

それからトイレの件ですけれども、使えると業者さんも判断されたどう

のこうので、どこがどうだというのもあれですけれども。 

やはりこの前も中学校のエアコンの件もあったし、なかなか分からない

ところだろうけれども、都市計画に入っていたのだとか言われましたけれ

ども、やっぱりその辺は教育委員会ばかりではなくて、各課あらゆる面から

見ていただいて、やっぱり予算を付けるようにしていただきたいと思いま

す。要望です。 

 

 他に質疑ありませんか。はい、３番染川君。 

 

 先ほどこの大根占校区内の児童公園について同僚議員が質問して町長が

答弁されたのですが、その中で児童公園の今後の位置付け・在り方というの

も検討させてくれと言うのがあったのですけれども、３年以上前から堂之

元公園の遊具を中心にどういうふうにするのか。本当に児童公園の在り方

というのも早急に色々と検討をし、計画も立ててくれということも言って

おります。そういうことでもう、３年以上も全然検討されていなかったのか

というふうにも考えられるわけですけれども、少子化で、子どもたちが少な

い中で本町も色んな子育て支援等をされている。 

 しかし、児童公園というのは最低限その地域で１番安全な場所を設定し

てそしてそこで、子どもたちを安全で安心できるような形でいろいろと活

動をさせる、そういう目的もあると思うのですけれども、これは検討の段階

は過ぎていると思うのですが、早急に良い方向付けをしていただきたいと
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水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

木場町長 

 

 

 

 

 

 

 

いうふうに思っているところでございます。宜しくお願いします。 

 

 はい、他に質疑ありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５０号「令和元年度錦江町一般会計補正予算（第２号）

について」を採決します。 

 お諮りします。議案第５０号は、原案のとおり決定することに、ご異議あ

りませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 異議なしと認めます。したがって、議案第５０号「令和元年度錦江町一般

会計補正予算（第２号）について」は、原案のとおり可決されました。 

 

 日程第７ 議案第５１号 

 

日程第７ 議案第５１号「令和元年度錦江町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 木場町長。 

 

 ［木場町長、登壇］ 

 

 議案第５１号 令和元年度錦江町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）について、説明を申し上げます。 

 令和元年度錦江町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について

は、補正額は、歳入歳出それぞれ２２万を増額し、累計は、１２億５，９８

０万８千円となりました。 

 今回の補正は、歳出につきましては、総務費の一般管理費を、歳入につき

ましては、国庫支出金の制度関係業務準備事業費補助金をそれぞれ２２万

円増額いたしました。議決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 
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水口議長 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

木場町長 

 

 

 

 

 

 ［木場町長、降壇］ 

 

これから、質疑を行います。 

第１表歳入歳出予算補正の歳入７款「国庫支出金」及び歳出１款「総務費」

を一括して、質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認めます。これから討論を行ないます。討論はありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５１号「令和元年度錦江町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）について」を採決します。 

 お諮りします。議案第５１号は、原案のとおり決定することに、ご異議あ

りませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５１号「令和元年度錦江町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）について」は、原案のとおり可決されました。 

 

 日程第８ 議案第５２号 

 

 日程第８ 議案第５２号「令和元年度錦江町介護保険事業（保険事業勘

定）特別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 木場町長 

 

 ［木場町長、登壇］ 

 

 議案第５２号 令和元年度錦江町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計

補正予算（第１号）について、説明を申し上げます。 

 令和元年度錦江町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計補正予算（第１

号）については、補正額は、歳入歳出それぞれ２，０６２万６千円を増額し、

累計は、１２億３，４７３万５千円となりました。 
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水口議長 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 今回の補正は、平成３０年度保険給付費及び地域支援事業費に対する国・

県・支払基金及び一般会計からの負担金や補助金を精算し、それぞれ償還及

び繰出すものであり、その財源として前年度繰越金を充てるものです。 

 議決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 ［木場町長、降壇］ 

 

これから、質疑を行います。 

第１表歳入歳出予算補正の歳入４款「支払基金交付金」及び８款「繰越金」

と、歳出１款「総務費」及び５款「諸支出金」を一括して、質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認めます。これから討論を行ないます。討論はありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５２号「令和元年度錦江町介護保険事業（保険事業勘

定）特別会計補正予算（第１号）について」を採決します。 

 お諮りします。議案第５２号は、原案のとおり決定することに、ご異議あ

りませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５２号「令和元年度錦江町介護保険事業（保険事業勘

定）特別会計補正予算（第１号）について」は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

 日程第９ 議案第５３号 

 

 日程第９ 議案第５３号「令和元年度錦江町農業集落排水事業特別会計 

補正予算（第１号）について」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 木場町長。 

 

［木場町長、登壇］ 
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木場町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 議案第５３号 令和元年度錦江町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）について、説明を申し上げます。 

 令和元年度錦江町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について

は、補正額は、歳入歳出それぞれ９４万２千円を増額し、累計は、３，１９

６万５千円となりました。 

 今回の補正の主なものは、歳入につきましては、事業収入の滞納繰越分と

前年度繰越金であり、歳出につきましては、麓地区浄化センター等の修繕及

びコンビニ収納手数料です。議決くださいますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 ［木場町長、降壇］ 

 

これから、質疑を行います。 

第１表歳入歳出予算補正の歳入１款「事業収入」及び６款「繰越金」と、

歳出１款「総務費」を一括して、質疑を行います。質疑ありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認めます。これから討論を行ないます。討論はありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５３号「令和元年度錦江町農業集落排水事業特別会計 

補正予算（第１号）について」を採決します。 

 お諮りします。議案第５３号は、原案のとおり決定することに、ご異議あ

りませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５３号「令和元年度錦江町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）について」は、原案のとおり可決されました。 

 

 日程第１０ 議案第５４号 

 

 日程第１０ 議案第５４号「錦江町税条例の一部を改正する条例につい
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木場町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

て」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 木場町長。 

 

 ［木場町長、登壇］ 

 

 議案第５４号 錦江町税条例の一部を改正する条例について、提案理由

の説明を申し上げます。 

 令和元年度税制改正により、軽自動車税に環境性能割が創設されること

から、日本赤十字社所有車両に対する軽自動車税環境性能割（町税）の非課

税対象車両について、自動車税環境性能割（県税）の非課税対象車両との整

合を図るため、本条例案を提案するものであります。 

 議決くださるよう、よろしくお願いいたします。 

 

 ［木場町長、降壇］ 

 

 これから質疑を行ないます。質疑ありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 質疑なしと認めます。これから討論を行ないます。討論はありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 討論なしと認めます。これから、議案第５４号「錦江町税条例の一部を改

正する条例について」を採決します。 

 お諮りします。議案第５４号は、原案のとおり決定することに、ご異議あ

りませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 異議なしと認めます。したがって、議案第５４号「錦江町税条例の一部を

改正する条例について」は、原案のとおり可決されました。 

 

 日程第１１ 諮問第１号 

 

 日程第１１ 諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題と

します。本件について、提案理由の説明を求めます。 木場町長。 
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木場町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

７番川越議員 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

木場町長 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

鶴園住民税務課

長 

 

 

 ［木場町長、登壇］ 

 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、意見を求めることに

ついてご説明いたします。 

 長濵正明委員が、令和元年１２月３１日で任期満了となりますことから、

次期人権擁護委員の候補者として番園多志子氏を推薦したいため、議会の

意見を求めるものです。同意くださいますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 ［木場町長、降壇］ 

 

 これから質疑を行ないます。質疑ありませんか。 

はい、７番川越君。 

 

 はい、本人をどうこう言うことではありませんが。 

 ただ人権擁護委員なり民生委員なりというようなものが非常に男女共同

参画の普及によって女性方に偏っております。今回長濱氏が男性で、あと女

性の方を推薦されるということではありますけれども、やはり男性は父親

あるいは男性としての立場、あるいは女性は母親あるいは女性の立場とい

うようなもので持つ特性もあるわけですが、この辺の男女のバランスにつ

いては何も考えていらっしゃいませんか。 

 

はい、木場町長。 

 

正直なところ、男女の比率というのは特に今回の場合は考慮しておりま

せんでした。 

このような、人権擁護委員であったり民生委員であったりボランティア

的な業務をされる委員の方を選出するのは最近非常に人選とか含めて難し

い状況になってきておりますので、ご相談を申し上げて引き受けていただ

くということが、まず性別よりも優先するのかなというふうに考えており

ます。直接、担当課長の意見も発表させますので、宜しくお願いします。 

 

 はい、住民税務課長。 

 

今、川越議員の指摘のとおりでございますが、全体的に男性が多いという

ことでできるだけ女性の方もという要請もありました。 

それとまた、聞き手になるときにやっぱり男性よりも女性のほうが良い

のかなと思いまして、推薦したところでございます。以上です。 
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水口議長 

 

７番川越議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 はい、７番川越君。 

 

はい。なるほど女性だと受け答えが非常に優しいということでございま

した。前回、ＰＴＡの代表の方を子供の人権というような形で承認をしたこ

とがございます。そういったいろんな立場の人たちが出てきてくださるの

が非常に本当は良いと私は思っておりますけれども、さっきも申し上げた

とおり、男性は男性の立場、女性は女性の立場あるいは父親であったり母親

であったりそういった立場の中で経験を生かしながらやっぱりこの対応が

できるということになると、あながち女性だけに偏って良いということで

はなかったので、一応質問をさせていただいたところです。 

それで結構です。 

 

他に質疑ありませんか。 

 

 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

 これで質疑を終わります。 

 ここで、諮問に対する答申の意見調整のため、しばらく休憩します。 

 議員の皆さんは、委員会室に集合願います。 

 

 〔委員会室にて全員協議会で、諮問に対する答申の意見調整〕 

 

休 憩 １０：５４ 

再 開 １１：０５ 

 

 休憩を閉じて会議を再開致します。 

諮問第１号の「人権擁護委員候補者の推薦について」は、お手元に配りま

した、意見のとおり答申したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

 

異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」は、お手

元に配りました、意見のとおり答申することに決定しました。 
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木場町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第１２ 認定第１号 

日程第１３ 認定第２号 

日程第１４ 認定第３号 

日程第１５ 認定第４号 

日程第１６ 認定第５号 

日程第１７ 認定第６号 

日程第１８ 認定第７号 

 

日程第１２ 認定第１号「平成３０年度錦江町一般会計歳入歳出決算の

認定について」 

 日程第１３ 認定第２号「平成３０年度錦江町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について」 

日程第１４ 認定第３号「平成３０年度錦江町後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算の認定について」 

日程第１５ 認定第４号「平成３０年度錦江町介護保険事業（保険事業勘

定）特別会計歳入歳出決算の認定について」 

日程第１６ 認定第５号「平成３０年度錦江町介護保険事業（サービス事

業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定について」 

日程第１７ 認定第６号「平成３０年度錦江町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」 

日程第１８ 認定第７号「平成３０年度錦江町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算の認定ついて」７議案を一括議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 木場町長。 

 

[木場町長、登壇] 

 

認定第１号から認定第７号までの提案理由について、ご説明いたします。  

認定第１号から認定第７号までの、各会計の決算認定議案につきまして

は、議会の認定に付するためのすべての手続きが終わりましたので、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、本会議に提案するものでございます。 

 

まず、認定第１号 平成３０年度錦江町一般会計歳入歳出決算につきま

しては、歳入総額は７０億１，０２４万円１千円、歳出総額は６９億１，１

３５万３千円となり、歳入で対前年度比は３億４，６１６万円１千円、５．

２％の増、歳出で３億５，５５８万６千円、５．４％の増となりました。 

一般会計の決算収支の状況をみますと、歳入歳出差引額は９，８８８万８

千円で、翌年度へ繰り越すべき財源が１，７６１万８千円で、実質収支額は

８，１２７万円となりました。前年度の実質収支を差し引いた単年度収支
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は、２，２５５万円の赤字、積立金への積立額及び取崩額を加えた実質単年

度収支は、１億３，３９５万８千円の赤字となりました。 

 

認定第２号 平成３０年度錦江町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算につきましては、歳入総額１３億１，４３７万７千円、歳出総額１２億

８，８４１万円となり、歳入歳出差引額は２，５９６万７千円となりまし

た。 

国民健康保険事業の運営に当たりましては、保険税負担と国県からの交

付金、補助金、負担金で医療費を賄う制度であり、これらに伴う歳入及び歳

出となっています。 

 

認定第３号 平成３０年度錦江町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算につきましては、歳入総額１億２，７９７万円、歳出総額 １億２，６

５７万１千円となり、歳入・歳出差引額１３９万９千円となりました。 

後期高齢者医療制度の運営に当たりましては、広域連合と市町村は、運営

に係る事務を分担して行うよう定められており、これらに伴う歳入及び歳

出となっております。 

歳入は保険料、歳出は広域連合への保険料納付金がその大部分を占めて

おります。 

 

認定第４号 平成３０年度錦江町介護保険事業（保険事業勘定）特別会計

歳入歳出決算につきましては、歳入総額１３億２，６７２万円３千円、歳出

総額１２億６、９７６万９千円で、歳入歳出差引残額５，６９５万４千円と

なりました。 

歳入の主なものについては、国庫支出金３億７，７１８万１千円、支払基

金交付金３億１，３１０万５千円、介護保険料１億９，６１１万２千円など

です。また、歳出は、保険給付費１１億３，９７２万３千円が全体の８９．

８％を占めており、そのうち主なものは、施設介護サービス給付費５億４，

６０１万９千円、居宅介護サービス給付費３億８１４万２千円、地域密着型

介護サービス給付費９，９９５万８千円となっております。 

 

認定第５号 平成３０年度錦江町介護保険事業（サービス事業勘定）特別

会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額９５９万１千円、歳出総額９１

０万円で、歳入歳出差引残額４９万 1千円となりました。 

歳入の主なものについては、国民健康保険団体連合会からの居宅介護サ

ービス計画費が６４９万１千円、一般会計繰入金３０１万３千円となって

います。 

歳出につきましては、ケアプラン作成に従事する嘱託職員報酬４３１万
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水口議長 

 

 

 

水口議長 

 

 

 

 

 

 

 

６千円、肝属郡医師会からの職員出向にかかる負担金３２８万８千円等が

主なものです。 

 

認定第６号 平成３０年度錦江町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算に

つきましては、歳入総額１億２，７７５万４千円、歳出総額１億１，９８４

万７千円となり、歳入歳出差引額は７９０万７千円となりました。 

歳入の主なものにつきましては、事業収入が９，９６４万３千円、一般会

計繰入金２，１５６万５千円などです。 

歳出につきましては、水道事業の運営に係る維持管理費、職員人件費等の

総務費５，６６２万円、公債費４，２６９万７千円が主なものとなっていま

す。 

 

認定第７号 平成３０年度錦江町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算につきましては、歳入総額２，９７３万円７千円、歳出総額２，８８５万

５千円で、歳入歳出差引額は８８万２千円となりました。 

歳入の主なものにつきましては、事業収入が８４０万４千円、一般会計繰

入金１，７７８万４千円などです。 

歳出につきましては、農業集落排水事業の運営にかかる維持管理費等の

総務費１，２８３万９千円、公債費１，６０１万６千円が主なものとなって

います。 

以上、各会計決算の総括説明をいたしましたが、詳細につきましては、決

算特別委員会の折、主管課長から説明させていただきます。 

認定いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

[木場町長、降壇] 

  

 これから質疑を行ないます。質疑ありませんか。 

 

 [「なし」と呼ぶ者あり] 

 

 質疑なしと認めます。お諮りします。 

認定第１号、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号、認定第

６号、認定第７号までの７議案については、議長と監査委員の浪瀨君を除

く、全議員で構成する「決算審査特別委員会」を設置し、これに付託して、

審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

 [「なし」と呼ぶ者あり] 
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 異議なしと認めます。 

したがって、日程第１２ 認定第１号「平成３０年度錦江町一般会計歳入

歳出決算の認定について」 

 日程第１３ 認定第２号「平成３０年度錦江町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について」 

日程第１４ 認定第３号「平成３０年度錦江町後期高齢者医療事業特別会

計歳入歳出決算の認定について」 

日程第１５ 認定第４号「平成３０年度錦江町介護保険事業（保険事業勘

定）特別会計歳入歳出決算の認定について」 

日程第１６ 認定第５号「平成３０年度錦江町介護保険事業（サービス事業

勘定）特別会計歳入歳出決算の認定について」 

日程第１７ 認定第６号「平成３０年度錦江町簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」 

日程第１８ 認定第７号「平成３０年度錦江町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定ついて」までの決算認定に関する７議案については、議

長と監査委員の浪瀨君を除く、全議員で構成する「決算審査特別委員会」を

設置し、これに付託して、審査することに決定しました。 

 

 以上で本日の日程は、全部終了しました。本日は、これで散会します。 

次の本会議は、明日１１日の予定でありますので、申し添えておきます。 

 

散  会 １１：１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


